
（原審・宇都宮地方裁判所平成９年(ワ)第１４９号（甲事件），同１１年(ワ)３８３号（乙事件）（原審言
渡日平成１２年１１月１５日））

　　　　　主　　　　　　文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　控訴費用は控訴人の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１  控訴の趣旨
　１  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
　２  上記取消部分にかかる被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第２  被控訴人らの請求
  控訴人は，被控訴人らに対し，別紙金員目録中「請求金額」欄記載の各金員及び
これらに対する平成５年１２月１８日から（ただし，被控訴人Ｖについては平成４年２
月１９日から）支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第３  事案の概要
　１　本件は，控訴人により父牛を名牛である甲と宣伝されていた乙の雌子牛を購
入した被控訴人らが，真実は乙の父牛は甲ではなく，購入した雌牛はいずれも甲の
血統を受け継ぐものではなかったのであり，もしこの事実を知っていたならば，同雌
牛を高額の金員を支払ってまで購入することはなかったと主張して，控訴人に対
し，不法行為を理由とする損害賠償を求めた事案である。
　２　原審裁判所は，被控訴人らの請求につき，別紙金員目録中「認容金額」欄記
載の各金員及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める限度において認容し，
その余の請求をいずれも棄却した。
  これに対し，控訴人のみがこれを不服として控訴したものである。
　３　争いのない事実及び争点は，原判決「事実及び理由」欄第２「事案の概要」の
１及び２（原判決４頁４行目から９頁１５行目まで）に記載のとおりであるから，これを
引用する。
第３  当裁判所の判断
　１  当裁判所も，被控訴人らの請求は，いずれも原判決の認容した限度において
理由があると判断するものであるが，その理由は，２において当審における控訴人
の主張及びこれに対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」欄第３
「当裁判所の判断」の１ないし３（原判決９頁１７行目から２０頁５行目まで）に説示す
るとおりであるから，これを引用する。
　２  当審における控訴人の主張及びこれに対する判断
　(1)　不法行為の成否について
  控訴人は，原判決が，家畜改良事業団の血液型検査の結果により，控訴人にお
いて，甲と乙との親子関係が否定される可能性が相当程度あるとの認識を有して
いたと認定したことに関し，控訴人の関係職員は，当時，新たに導入された赤血球
抗原の型を検査する検査方法のシステムや精度について正確な知識を有しておら
ず，親子関係矛盾の可能性について必ずしも十分な認識をもっていたわけではな
く，また，乙を種雄牛として供用することは，和牛登録協会のＡ会長の昭和５７年６
月８日の指導に従った結果であり，当時の状況に照らし，控訴人がそれ以降，乙の
精液の供給を停止せず，販売を継続したことには何ら過誤はなかった旨主張する。
  しかし，甲及び乙に実施された血液型検査は，和牛登録協会が和牛の血液型検
査方法を確立し，もって和牛の血統を正しく表示するために採用する予定の方法で
あったことは原判決の説示するとおりであり，このことに照らせば，上記検査の信頼
性は一般的に認知されていたというべきであり，控訴人の関係職員が正確な知識
や十分な認識を有していなかったということはできない。また，原判決の認定すると
おり，予備調査の結果を受けた控訴人は，直ちに家畜改良事業団に再検査の依頼
をし，その結果も両牛間の親子関係を否定する結論が出され，控訴人の関係職員
にその旨通知されたものであることからすれば，控訴人の上記主張は到底採用す
ることができないし，Ａ会長の上記指導に従ったとする控訴人の主張も単なる弁解



にすぎず，控訴人の不法行為を肯定する原判決の結論を左右するものではない。
  また，控訴人は，原判決が，乙の精液の販売を停止しないのであれば，甲と乙と
の親子関係が否定されることを告知することにより，畜産業界に相当程度の影響が
あることが予想されたとしても，控訴人には，甲と乙との親子関係が否定される可
能性があることを告知するなどして，第三者に不足の損害を被らせないようにする
ようにする義務があると判示したことに関し，①乙の雌子牛及びその直系の繁殖牛
は，平成８年度までに累計で４万２７３４頭が登録され，供用されており，控訴人が，
乙の直系の子牛を購入する可能性のある第三者に，乙が甲の子ではない蓋然性
を告知しながら乙の親牛を特定することができないことは，取りも直さず，その時点
で供用されていた乙直系の繁殖牛の血統を否定し，それらの繁殖牛の供用が事実
上不可能になり，和牛業界に甚大な損害をもたらすことになる，②乙の雌子牛を繁
殖牛としていた生産農家は，子牛の購入価格に見合う高い繁殖成績を上げていた
ことは明らかであり，平成８年５月１日の乙の血統更正後も血統更正を因子とする
乙の子牛価格の変動等はなく，第三者に不測の損害が生じていない旨主張する。
  しかし，控訴人の上記主張は，もともと控訴人が「甲と乙の親子関係が否定される
可能性があることを告知した場合の畜産業界に与える影響を考慮すべきである。」
と主張したのに対し，同主張を排斥した原判決の説示部分（原判決１６頁）について
再度反論するものであるところ，そもそも甲と乙の親子関係の存否について，真実
を告知することによる畜産業界への影響を主張するならば，真実を伝えずに誤った
情報を告知することによる悪影響を憂慮こそすべきであって，この点に関する控訴
人の主張は，到底採用できない主張というべく，控訴人が自ら両牛の親子関係矛
盾の蓋然性を知りながら，長期間にわたり，これを秘して乙の冷凍精液を販売し続
けた結果，本件の被控訴人らが本件訴えを提起するような事態を生じさせ，かつ，
後記のとおり，被控訴人らに対し現実にも損害を発生させたものであるから，控訴
人の上記主張は，これらの原因を作出した控訴人の責任を否定する根拠となるも
のではない。
　(2)  損害の有無及び原判決の損害額認定の誤りについて
  控訴人は，被控訴人らは，購入時の市場の相場の中で，乙の客観的能力と母牛
の能力及び各子牛の形質等により適正に形成された価格に基づいて，乙の雌子牛
を購入したのであり，乙の客観的価値は高く，このことは上記のとおり乙の血統更
正後もその子牛価格に変動がなかったことからも明らかであって，そもそも被控訴
人らに客観的な損害の発生はない旨主張する。
  しかし，原判決挙示の各証拠から認められる原判決添付の価格変動表のとおり，
乙の血統更正後の子牛価格に全く変動がなかったとはいえない上，市場において
形成された乙の価格は，甲を父牛とすることが大きな要因を占めていたことは否定
できず，乙の能力が優れていたことを考慮しても，血統が重視される和牛業界にお
いて，父牛が特定できない状態において同価格が形成されるとは認め難いこと，し
たがって，乙の父牛が甲であると信じて本件雌子牛を購入した被控訴人らに現実
の損害が発生したと認めるべきであることは，いずれも原判決の説示するとおりで
あって，控訴人の上記主張は採用することができない。
  また，控訴人は，上記主張を前提として，原判決には，損害の発生について，証
拠に基づく適正な事実認定を行わないまま，損害額の認定について民事訴訟法２４
８条を適用した違法があり，損害額についても，被控訴人らの購入価格の３割を相
当とするなどという自由心証主義を逸脱した専恣かつ不合理な認定を行った違法
がある旨主張する。
  しかし，市場において形成された乙の価格について，甲を父牛とすることが大きな
要因を占めていたと考えられることは前記のとおりであるが，本件全証拠によって
も，乙が甲の子であるとされていたことにより形成された価格を具体的に認定する
ことが極めて困難であることは，原判決の説示するとおりであり，また，乙の能力自
体が優れていたと認められることも前記のとおりであるから，被控訴人ら主張のよう
に，被控訴人らの本件購入価格と，購入当時の全雌牛の全国市場平均価格との差
額をもって損害とするのも相当ではなく，結局のところ，原判決が損害額について同
法２４８条を適用したことは正当として是認できる。また，上記のような乙自体の価



値を考慮すれば，乙が甲の子でないとした場合には，被控訴人らの購入価格と購
入当時の全雌牛の全国市場平均価格との間においてその価格が形成されたもの
というべきところ，甲第６号証の１ないし４によれば，被控訴人らの購入時における
全雌牛の全国市場平均価格は，被控訴人らの購入価格のおおむね５割程度（ただ
し，複数の購入がある場合には，それぞれの合計金額の比較による。）であると認
められるから，乙が甲の子でないとした場合に形成されていたであろう価格は，これ
を上回るものであると認定できるのであり，以上の諸点を考慮して，本件の損害を
被控訴人らの購入価格の３割相当と認定することが不当に高い損害額の認定とい
うことはできない。
　したがって，原判決の結論は相当であって，この点に関する控訴人の主張はいず
れも採用することができない。
　控訴人が当審で提出した乙第３０，第３１号証及び第３４ないし３６号証も，結局は
乙自体の能力が高く，栃木県以外でも人気があったことを認めうる資料にすぎず，
上記の判断及び結論を左右するものではない。
第４　結論
　以上によれば，被控訴人らの請求は，別紙金員目録中「認容金額」欄記載の各金
員及びその遅延損害金の支払を求める限度において理由があり，この限度におい
て被控訴人らの請求をいずれも認容した原判決は相当であって，本件控訴はいず
れも理由がない。
　よって，主文のとおり判決する。

　　東京高等裁判所第２１民事部

　　　　　裁判長裁判官　　大　和　陽一郎
   
　　　　　　　　　　裁判官　　橋　本　昌　純

　　　　　　　　　　裁判官　　蓮　井　俊　治

　　　　　　　　　　　金　　員　　目　　録

                                     請求金額　　　　　　認容金額
　１　被控訴人Ｂ　　　　　４６万３７００円     ２７万２６００円
　２　被控訴人Ｃ　　　　　７８万５７００円     ６４万８２００円
　３　被控訴人Ｄ　　　　　７２万６６００円     ３１万８８００円
　４　被控訴人Ｅ　　　　　３７万０７００円     ２６万１５００円
　５　被控訴人Ｆ　　　　１０３万３０００円     ５４万０２００円
　６　被控訴人Ｇ　　　　　６５万５０００円     ３４万８８００円
　７　被控訴人Ｈ　　　　１１８万８６００円     ６１万７３００円
　８　被控訴人Ｉ　　  　  １４０万３２００円   １０８万０２００円
　９　被控訴人Ｊ　　 　　　５０万１０００円     ４１万３０００円
　10 被控訴人Ｋ　  　　　 ７４万８７００円     ４９万６１００円
　11 被控訴人Ｌ　　　　　 ４８万２９００円     ４８万２９００円
　12 被控訴人Ｍ　　　 　 ４６万９１００円     ２７万５６００円
　13 被控訴人Ｎ　　　　　４５万３１００円     ２７万０８００円
　14 被控訴人Ｏ　　　　　５６万３１００円     ３０万３８００円
　15 被控訴人Ｐ　　　　３９７万３０００円   ２４７万３１００円
　16 被控訴人Ｑ　　　　　９３万２３００円     ４１万６３００円
　17 被控訴人Ｒ　　　　　６３万８８００円     ２９万５１００円
　18 被控訴人Ｓ　　　　１７４万５２００円   　８８万３１００円



　19 被控訴人Ｔ　　　　 　７０万１８００円     ３１万４０００円
　20 被控訴人Ｕ　　　　　６４万６２００円      ３４万４０００円
　21 被控訴人Ｖ　　　　８７２万０７００円   ６５４万９３００円


